
【個別施設計画総括表】

１ 計画期間 令和3年4月1日から令和37年3月31日まで

※必要に応じ適宜見直しを実施

２ 対象施設 本個別施設計画での対象施設は、次に示す施設とする。

No. 分類

1 高齢福祉施設

2 高齢福祉施設

3 保健施設

３ 管理に関する方針

稚内市総合福祉センター分館

稚内市保健福祉センター

【高齢福祉施設】

高齢福祉施設としてだけではなく、学童保育所や児童館としても使用されており、それらの機能

維持も含め、近隣施設との統廃合等も視野に入れた今後の施設のあり方について検討していきま

す。

【保健施設】

当面は、適正な維持管理を行い、既存施設を有効活用していきます。

稚内市公共施設等総合管理計画に基づく

「個別施設計画」（保健・福祉施設）

基本的な方針

除却

除却

現状維持

施設名

稚内市総合福祉センター



課

(1)施設概要

(2)維持管理コスト 単位：円

施設個票
１ 施設の概要
施設番号 1 用途分類 保健・福祉施設 所管課 社会福祉 担当
施設名称 稚内市総合福祉センター 所在地 宝来4丁目1番41号

設置根拠
条例・規則・

要綱等

稚内市総合福祉センター条例
稚内市総合福祉センター条例施行規則

施設配置状況
建物内施設 老人福祉センター、中央学童保育所、中央児童館、事務室（安全運転管理者協会・母子福祉会）、貸館

敷地内建物
管理形態 指定管理 管理者 社会福祉法人稚内市社会福祉協議会

市ほか
用途地域 第一種住居地域 建蔽率 60% 容積率 200%土地
敷地面積 2,246.50㎡ 所有形態 市 所有者名

その他規制

耐震性能 旧耐震
地上 4階 地下 - 非常用井戸 無

市ほか
延床面積 2,764.06㎡ 築年月 昭和49年6月 主構造 鉄骨
棟数 1棟 所有形態 市 所有者名

耐用年数 30年 経過年数 47年

建築基準法第12条点検データ
防災倉庫 − 指定避難場所 指定無 指定避難所 指定無

ＡＥＤ
玄関 ○対応済 通路 ×未対応 階段

○対応済

下水道 ○ 合併浄化槽 単独浄化槽

利便性 最寄鉄道駅又はバス停の名称 宝来4丁目 施設までの所要時間（分） 3分
駐車場 自動車

バリアフリー

等対応状況

建物

48台 原付・バイク 0台 自転車 12台

×未対応 建物内段差 ×未対応
ＷＣ ×未対応 ＥＶ ×未対応 標示 ×未対応

収入

平成29年度 平成30年度 令和1年度

事業収入

運営委託料

令和2年度 備考
使用料 731,612 904,920 670,977 688,974

3,706,840 2,938,660

指定管理料

計 731,612 904,920 670,977 688,974
その他

事業費

修繕費 0 0 352,080 0
光熱水費

施設管理委託料

使用料・賃借料

人件費
工事費

建物保険料

その他 2,933,138 3,384,943 3,354,760 2,938,660 ※燃料費（直接経費）

収支 金額 -2,201,526 -2,480,023 -3,035,863 -2,249,686

支出

計 2,933,138 3,384,943



※平成28年度以前に行った改修工事・修繕で、主として建物に関すること（100万円以上）

(3)施設利用状況（保育所・学童保育所以外の施設※一般の利用者、貸出し等がある施設）

年度 金額 内容 年度 金額 内容

H26 1,026,000 受電ブレーカー交換工事 H21 4,095,000 昇降機工事
H26 1,252,800 屋外タンク設置工事 H21 8,032,000 外壁工事等

会議、講演会、講習会、サークル活動、展示即売会、式典等

H25 1,541,400 点字ブロック設置外工事 H21 2,856,000 受変電設備改修等
H25 7,728,000 蒸気ボイラー取替工事 H21 13,020,000 機械室機器及び配管撤去等

平成29年度 平成30年度 令和1年度 令和2年度 4ヵ年平均

可 市民以外利用者使用料等割増 無
使用料等徴収 有 使用料等減免基準 有 使用料等減免基準名称 稚内市総合福祉センター条例

利用条件

年間会館日数 271 定員 市民以外利用

休館日 日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）第３条に規定する休日１月２日から１月５日まで及び12月31日

利用者属性

年間

利用

状況

小会議室1

利用者数 3,423人 2,841人 2,449人

利用コマ数 283コマ 219コマ 249コマ

老人福祉セ

ンター

利用者数 12,708人 11,413人 10,710人

利用可能コマ数

料理実習室

利用者数 27人 148人 121人

220コマ 243コマ
稼働率

4,106人 3,205人
利用可能コマ数

12,092人

利用コマ数
稼働率

11,731人
利用可能コマ数

児童館・

学童

利用者数 7,141人 6,786人 7,267人 6,878人 7,018人

稼働率
利用コマ数

小会議室2

利用者数 1,721人 1,623人 1,530人 1,618人

利用コマ数 128コマ 153コマ 137コマ 132コマ 138コマ
稼働率

1,623人
利用可能コマ数

124人

利用コマ数 7コマ 17コマ 11コマ 14コマ 12コマ
稼働率

105人
利用可能コマ数

大ホール

利用者数 6,611人 6,609人 4,460人 3,713人

利用コマ数 182コマ 180コマ 161コマ 121コマ 161コマ
稼働率

5,348人
利用可能コマ数

応接室

利用者数 100人 49人 98人 92人

利用コマ数 21コマ 11コマ 12コマ 16コマ 15コマ
稼働率

85人
利用可能コマ数



(2)公民連携の検討について

(3)民間等(町内会等を含む)への譲渡の検討について

(4)国・道との協働の検討について

２ 管理に関する基本的な方針

基本的な方針 除却

(1)集約・複合化の検討について

老朽化が著しいため除却の方向で検討を進める。施設内には、総合福祉センター（貸館機能）の他に、老人福祉セン

ター、中央児童館、中央学童保育所が併設されており、総合福祉センター及び老人福祉センターは廃止して他の公共施

設で代替、中央児童館・中央学童保育所は中央小学校に移転する予定。

除却する方向のため、大規模な改修は行わず、現状維持での修繕を行っていく。

各施設の廃止や移転に向けては、方向性が固まり次第、地域住民や関係団体等との協議を行う。

６ 管理に関する実施計画

年度 大規模な改修・修繕等の内容 概算額(千円) 備 考

３ 目標使用年数

建物はRC造で建築から46年経過している。稚内中学校の改築計画や、中央児童館・中央学童保育所の移転、現在の指定

管理期間（R1～R5)などを総合的に勘案して、用途廃止の時期について検討を進める。

４ 管理上の課題等

老朽化により雨漏りや漏電等が発生しており、その都度、修繕等を行っている。

５ 管理に関する実施方針

R5

R6

R3

R4

R9

R10

R7

R8

R13

R14

R11

R12

合 計 0

R15

R16



課

(1)施設概要

(2)維持管理コスト 単位：円

施設個票
１ 施設の概要
施設番号 2 用途分類 保健・福祉施設 所管課 社会福祉 担当
施設名称 稚内市総合福祉センター分館 所在地 宝来2丁目2番27号

設置根拠
条例・規則・

要綱等

稚内市総合福祉センター条例
稚内市総合福祉センター条例施行規則

施設配置状況
建物内施設
敷地内建物 車庫
管理形態 直営 管理者

市ほか
用途地域 建蔽率 容積率土地
敷地面積 1,721.71㎡ 所有形態 市 所有者名

その他規制

耐震性能 旧耐震
地上 2階 地下 ━ 非常用井戸 無

市ほか
延床面積 783.00㎡ 築年月 昭和41年12月 主構造 鉄筋コンクリート
棟数 1棟 所有形態 市 所有者名

耐用年数 47年 経過年数 54年

建築基準法第12条点検データ
防災倉庫 − 指定避難場所 指定無 指定避難所 指定無

ＡＥＤ
玄関 ○対応済 通路 ×未対応 階段

○対応済

下水道 ○ 合併浄化槽 単独浄化槽

利便性 最寄鉄道駅又はバス停の名称 宝来2丁目 施設までの所要時間（分） 0分
駐車場 自動車

バリアフリー

等対応状況

建物

17台 原付・バイク 0台 自転車 0台

×未対応 建物内段差 ×未対応
ＷＣ ○対応済 ＥＶ −無 標示 ×未対応

収入

平成29年度 平成30年度 令和1年度

事業収入

運営委託料

H29以前の歳入不明

令和2年度 備考
使用料 42,726 43,501 ※H30所管替えにつき

5,116,524 4,217,187

指定管理料

計 0 0 42,726 43,501
その他

事業費 48,505 9,786 31,830 39,768 消耗品費

※燃料費含む
修繕費 99,684 288,683 99,252 96,500
光熱水費 2,501,035 2,636,462 2,453,922 2,473,259

施設管理委託料 1,593,432 1,501,632 1,527,552 1,580,846

使用料・賃借料 22,140 26,568 26,568 26,814 AED

人件費
工事費 0 0 977,400 0

建物保険料

その他

収支 金額 -4,264,796 -4,463,131 -5,073,798 -4,173,686

支出

計 4,264,796 4,463,131



※平成28年度以前に行った改修工事・修繕で、主として建物に関すること（100万円以上）

(3)施設利用状況（保育所・学童保育所以外の施設※一般の利用者、貸出し等がある施設）

年度 金額 内容 年度 金額 内容
※該当なし

会議等
平成29年度 平成30年度 令和1年度 令和2年度 4ヵ年平均

可 市民以外利用者使用料等割増 無
使用料等徴収 有 使用料等減免基準 有 使用料等減免基準名称 稚内市総合福祉センター条例

利用条件

年間会館日数 220 定員 10名程度 市民以外利用

休館日 日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）第３条に規定する休日１月２日から１月５日まで及び12月31日

利用者属性

年間

利用

状況

小会議室

利用者数 634人

利用コマ数 66コマ

利用者数

21コマ 44コマ
稼働率

302人 468人
利用可能コマ数

利用コマ数
稼働率

利用可能コマ数

(2)公民連携の検討について

(3)民間等(町内会等を含む)への譲渡の検討について

(4)国・道との協働の検討について

２ 管理に関する基本的な方針

基本的な方針 除却

老朽化が著しいため除却の方向で検討を進める。施設内の貸館機能は、他の公共施設で代替する予定。

(1)集約・複合化の検討について



除却する方向のため、大規模な改修は行わず、現状維持での修繕を行っていく。

施設の廃止に向けては、方向性が固まり次第、関係団体等との協議を行う。

６ 管理に関する実施計画

年度 大規模な改修・修繕等の内容 概算額(千円) 備 考

３ 目標使用年数

建物はRC造で建築から54年経過している。団体事務所の移転場所や移転時期などを踏まえながら、用途廃止の時期につ

いて検討を進める。

４ 管理上の課題等

老朽化により雨漏り等が発生しており、その都度、修繕等を行っている。

５ 管理に関する実施方針

R5

R6

R3

R4

R9

R10

R7

R8

R13

R14

R11

R12

合 計 0

R15

R16



課

(1)施設概要

(2)維持管理コスト 単位：円

施設名称 稚内市保健福祉センター 所在地 中央4-16-2

設置根拠
条例・規則・

要綱等

稚内市保健福祉センター条例

施設個票
１ 施設の概要
施設番号 3 用途分類 保健・福祉施設 所管課 健康づくり 地域医療グループ 担当

施設配置状況
建物内施設 健康づくり課、⾧寿あんしん課、地域包括支援センター、基幹相談支援センター、早期療育通園センター、消費者センター、総合在宅ケアセンター

敷地内建物
管理形態 直営 管理者 市

市ほか
用途地域 建蔽率 40% 容積率 100%土地
敷地面積 3,456.80㎡ 所有形態 市 所有者名

その他規制

耐震性能 新耐震
地上 3階 地下 1階 非常用井戸 無

市ほか
延床面積 2,748.84㎡ 築年月 平成9年9月 主構造 鉄筋コンクリート
棟数 1棟 所有形態 市 所有者名

耐用年数 60年 経過年数 23年

建築基準法第12条点検データ
防災倉庫 − 指定避難場所 指定有 指定避難所 指定無

ＡＥＤ
玄関 ○対応済 通路 ○対応済 階段

○対応済

下水道 ○ 合併浄化槽 単独浄化槽

利便性 最寄鉄道駅又はバス停の名称 中央4丁目バス停 施設までの所要時間（分） 2分
駐車場 自動車

バリアフリー

等対応状況

建物

65台 原付・バイク 0台 自転車 10台

○対応済 建物内段差 ○対応済
ＷＣ ○対応済 ＥＶ ○対応済 標示 ○対応済

収入

平成29年度 平成30年度 令和1年度

事業収入

運営委託料

令和2年度 備考
使用料 472,432 487,429 453,702 624,565

15,881,005 16,566,862

指定管理料

計 472,432 487,429 453,702 624,565
その他

事業費

※燃料費含む
修繕費 673,250 438,328 906,047 1,259,137
光熱水費 6,689,821 7,410,882 7,130,902 7,148,157

施設管理委託料 5,755,320 5,864,400 5,919,250 6,301,900

使用料・賃借料 228,744 228,744 229,206 229,668

人件費
工事費 11,070,000 0 1,695,600 1,628,000

建物保険料

その他

収支 金額 -23,944,703 -13,454,925 -15,427,303 -15,942,297

支出

計 24,417,135 13,942,354



※平成28年度以前に行った改修工事・修繕で、主として建物に関すること（100万円以上）

(3)施設利用状況（保育所・学童保育所以外の施設※一般の利用者、貸出し等がある施設）

年度 金額 内容 年度 金額 内容

平成29年度 平成30年度 令和1年度 令和2年度 4ヵ年平均

市民以外利用者使用料等割増

使用料等徴収 使用料等減免基準 使用料等減免基準名称
利用条件

年間会館日数 定員 市民以外利用

休館日
利用者属性

利用可能コマ数

年間

利用

状況

利用者数

利用コマ数

利用者数
稼働率

２ 管理に関する基本的な方針

基本的な方針 現状維持

随時修繕を行い使用する。

(1)集約・複合化の検討について

利用コマ数
稼働率

利用可能コマ数

総合福祉センターの老朽化が著しいことから、老人福祉センター、福祉センター分館や新庁舎への一部機能の移転等に

ついて、現在検討中である。

(2)公民連携の検討について

施設の性質（福祉関連）上、そうした団体等との連携、検討の余地はあると考える。

(3)民間等(町内会等を含む)への譲渡の検討について

(4)国・道との協働の検討について



３ 目標使用年数

コンクリート造の耐用年数（60年）は使用する。

ただし、その中で存在意義が無くなるようなことや、大規模な改修が必要になったときは都度協議する。

４ 管理上の課題等

比較的大きな施設であるため、修繕費が高額になる傾向がある。

５ 管理に関する実施方針

R5

非常用照明器具蓄電池取替工事 1,078 R2～R4年度の3年で施設内全て取替

自動ドア装置取替工事 352 R1～R3で計３台取替

都度、メンテナンスを行い、現状維持する。

６ 管理に関する実施計画

年度 大規模な改修・修繕等の内容 概算額(千円) 備 考

R3

照明器具LED化整備工事 10,000 R5～R7年度の3年で整備

R5

R4

屋上防水工事 10,000 R6～R7年度の2年で改修

照明器具LED化整備工事 10,000 R5～R7年度の3年で整備

非常用照明器具蓄電池取替工事 775 R2～R4年度の3年で施設内全て取替

屋上防水工事 19,239 全面改修

照明器具LED化整備工事 10,000 R5～R7年度の3年で整備

R8～R9年度の2年で改修

R10

屋上防水工事 10,000 R6～R7年度の2年で改修

R8 外壁塗装工事 16,000 R8～R9年度の2年で改修

R6

R7

合 計 103,444

R13

R14

R11

R12

R9 外壁塗装工事 16,000


